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これまで潜在していた被害が顕在

化するケースが、増えているから

被害者の保護についての認知度

・理解度が、上昇しているから

被害者の保護を行うための体

制の整備が、進んでいるから

配偶者からの暴力の発

生が、増えているから

公的機関（婦人相談所等）

との連携が進んでいるから

その他

わからない
国、地方公共団体の実務者（相談、保護等担当職員）（n=103）

民間団体の担当者（n=25）
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これまで潜在していた被害が顕在

化するケースが、増えているから

配偶者からの暴力に関する相談についての

認知度・理解度が、上昇しているから

配偶者からの暴力についての相談の受付、対

応を行うための体制の整備が、進んでいるから

配偶者からの暴力の発生が、増えているから

これまで他機関に相談していた被害者が、

所属する機関に相談するようになっているから

その他

わからない 国、地方公共団体の実務者（相談、保護等担当職員）（n=658）

民間団体の担当者（n=34）

【問】 （所属機関で配偶者からの暴力に関する相談件数が増えている方に伺います。）あなたが所属する
機関で、相談件数が増えている要因は何だと思いますか（複数回答可）。

－

（％）

資料１

資料２

1

配偶者からの暴力の動向（相談の受付状況）

配偶者からの暴力の動向（被害者の一時保護の実施状況）

【問】 （所属機関で被害者の一時保護件数が増えている方に伺います。）あなたが所属する機関で、被害
者の一時保護件数が増えている要因は何だと思いますか（複数回答可）。

《実務者アンケート（国、地方公共団体等の実務者（相談、保護等担当職員）及び民間団体の担当者）》

－
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①相談

②一時保護

住民基本台帳の閲覧

等

の制限

子どもの就学に

関する支援

健康保険等に関

する相談

関係機関への同行支

援

保護命令申立書等の

作成支援

自立支援に関する情報

提供、助言等

援護

就労の促進

住宅の確保

医学的・心理学的支援

その他

－
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①相談

②一時保護

住民基本台帳の

閲覧等の制限

子どもの就学に

関する支援

健康保険等に

関する相談

関係機関への同行支援

保護命令申立書等の

作成支援

自立支援に関する情報

提供、助言等

援護

就労の促進

住宅の確保

医学的・心理学的支援

その他

資料３

【問】 あなたは、現行の国、地方公共団体の配偶者からの暴力に関する取組（相談、一時保護、自立支
援）の仕組みや運営は、被害の拡大の防止や被害者の自立の促進のために、十分だと思いますか、
不十分だと思いますか。

十分である
不十分で
ある

わからない 無回答
どちらとも
いえない

（％）

十分である 不十分で
ある わからない 無回答

どちらとも
いえない

（％）

国、地方公共団体等の実務者
（相談、保護等担当職員）（n=1,275）

2

現行の国、地方公共団体の取組について（相談、一時保護、自立支援）

③自立支援

民間団体の実務者（n=67）

※ 小数点以下を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合もある。
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関係機関の連携の促進

被害者の安全確保対策の充実

個別相談案件の組織的対応の促進

相談の受付、対応の迅速化

外国人、障害者等への対応の充実

相談窓口の拡充

相談窓口の受付時間の拡大

被害者のプライバシーの保護の充実

その他

わからない
国、地方公共団体の実務者（相談、保護等担当職員）（n=1,275）

民間団体の担当者（n=67）

（％）

【問】 あなたは、国や地方公共団体は、今後、何に重点を置いて配偶者からの暴力に関する相談に
取り組むべきだと思いますか（複数回答可）。

－

資料４

資料５
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被害者の安全の確保対策の充実

関係機関の連携の促進

保護を行う施設の増大

近隣の地方公共団体間で取決めを

行う等広域的な対応の充実

婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターに

おける一時保護委託の実施の可能化

被害者のプライバシーの保護の充実

その他

わからない

国、地方公共団体の実務者（相談、保護等担当職員）（n=1,275）

民間団体の担当者（n=67）

（％）

【問】 あなたは、国や地方公共団体は、今後、何に重点を置いて被害者の一時保護に取り組むべきだと
思いますか（複数回答可）。

3

今後、国、地方公共団体が重点的に取り組むべき事項①（相談）

今後、国、地方公共団体が重点的に取り組むべき事項②（一時保護）
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46
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49
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被害者のアフターフォロー

住宅の確保

就労の促進

関係機関の連携の促進

被害者が新しい場所で生活を始めるにあたり、その地域の配偶

者暴力相談支援センター等で利用できる支援の情報提供、説明※１

自立支援に関する情報提供、助言等

医学的・心理学的支援

子どもに対する学習支援、カウンセリング等

近隣の地方公共団体間で取決めを行う等広域的な対応の充実

子どもの就学に関する支援

援護※２

離婚調停手続きについての相談、弁護士による法律相談窓口の紹介等

保護命令申立書等の作成支援

関係機関への同行支援

健康保険等に関する相談

住民基本台帳の閲覧等の制限

地域の自助グループ等による支援

その他

わからない

国、地方公共団体の実務者（相談、保護等担当職員）（n=1,275）

民間団体の担当者（n=67）

（％）

【問】 あなたは、国や地方公共団体は、今後、何に重点を置いて被害者の自立支援に取り組むべきだと
思いますか（複数回答可）。

4

今後、国、地方公共団体が重点的に取り組むべき事項③（自立支援）

※１ 被害者が新しい場所で生活を始めるに当たり、その地域の配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所で利用できる支援についての
情報提供、説明

※２ 生活保護、児童扶養手当等経済的支援
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警察

福祉事務所

配偶者暴力相談支援センター

男女共同参画センター・女性センター

法務局・地方法務局（人権擁護機関）

上記以外の公的機関

民間機関

無回答

総数(n=743)

（％）

【問】 （配偶者からの暴力について、家族、友人以外に相談したことがある方に伺います。）
あなたは、配偶者からの暴力について、どこ（だれ）に相談しましたか（複数回答可）。

54

31

25

21

15

0 20 40 60 80 100

弁護士、弁護士会、法テラス

医師、医療関係者

民間シェルター

カウンセラー、カウンセリング機関

その他
総数（n=304）

「民間機関」の具体的な機関

（％）

※ 【 】内は、総数n=743とした場合の割合を示す。

【22】

【13】

【10】

【9】

【6】

※ 「法テラス」は、日本司法支援センターの通称である。

資料７

5

配偶者からの暴力の相談対応について①（相談先）

《被害者アンケート》
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安心して相談できるような

施設・環境を整備すること

いつでも相談を受け

られるようにすること

どこに相談すれば良いの

かわかるようにすること

相談を担当する職員の対

応能力を向上させること

外国人や障害者、高齢者が相

談しやすい環境をつくること

その他

特に配慮が必要な点はない

わからない
総数(n=993)

（％）

【問】 あなたは、国や都道府県、警察などは、被害者の相談に応じる際に、どのような点に配慮する
必要があると思いますか（複数回答可）。

資料９

6

配偶者からの暴力の相談対応について②（相談した機関の対応）

配偶者からの暴力の相談対応について③（配慮を要する点）
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14 
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12 

14 
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24 

21 
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11 
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14 

25 

27 

福祉事務所(n=326)

配偶者暴力相談支援センター

(n=198)

男女共同参画センター・女性セ

ンター(n=194)

警察(n=412)

法務局・地方法務局(n=14)

その他の公的機関(n=163)

民間機関(n=304)

【問】 （配偶者からの暴力について、家族、友人以外に相談したことがある方に伺います。）
あなたは、相談した機関の対応についてどう思いましたか。

満足 だいたい満足 どちらともいえない 少し不満 不満 無回答

（％）

※ 小数点以下を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合もある。



資料10

資料11

60 

31 

22 

14 
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0 20 40 60 80 100

婦人相談所

母子生活支援施設

（母子寮）

民間シェルター

婦人保護施設（婦人寮）

その他
総数(n=488)

（％）

【問】 （現在入所されている施設に入る以前にも、配偶者からの暴力を避けるために被害者が身を寄
せることができる施設を利用したことがある方に伺います。）あなたが利用したことがある施設は、
どの施設ですか（複数回答可）。

7

被害者の保護について①（利用した施設）

被害者の保護について②（利用した施設の対応）
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11 

21 
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10 
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婦人相談所(n=293)

民間シェルター(n=107)

婦人保護施設(n=69)

母子生活支援施設(n=152)

その他(n=24)

どちらともいえない満足 だいたい満足 少し不満 不満 無回答

【問】 （現在入所されている施設に入る以前にも、配偶者からの暴力を避けるために被害者が身を寄
せることができる施設を利用したことがある方に伺います。）あなたが利用した施設の対応につい
て、どう思いましたか。

（％）

※ 小数点以下を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合もある。



資料12

8

被害者の保護について③（配慮を要する点）
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被害者がいつでも速やかに施

設に入所できるようにすること

安心して利用できるような

施設・環境を整備すること

施設の職員の対応

能力を向上させること

外国人や障害者、高齢者が利

用しやすい環境をつくること

その他

特に配慮が必要な点はない

わからない

総数(n=993)

（％）

【問】 あなたは、国や都道府県などは、被害者の保護について、どのような点に配慮する必要があると
思いますか（複数回答可）。

82 

69 

6

0 20 40 60 80 100

相談してから施設に入所するまでの

時間がかからないようにすること

希望すれば、他の都道府県の施設も

利用できるようにすること

その他

総数(n=788)

「被害者がいつでも速やかに施設に入居できるようにすること」の内容

（％）

【65】

【55】

【5】

※ 【 】内は、総数n=993とした場合の割合を示す。



資料13
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51 

47 
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42 
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17 
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生活保護、児童扶養手当などの経済的な支援

被害者が受けられる様々な支援に関する情報の提供、助言

関係機関への同行などの支援

職業紹介、職業訓練などの就職に関する支援

子どもの転校先や居住地などの

情報の適切な管理に関する支援

医師・カウンセラーなどによる医学的・心理学的な支援

保護命令申立書などの作成支援

医療保険や国民年金に関する相談

住民基本台帳の閲覧などの制限に関する支援

公営住宅への入居、身元保証な

どの住宅の確保に関する支援

その他
総数(n=559)

（％）

【問】 （職業紹介や公営住宅への入居など、国や都道府県などが行っている被害者への支援を受け
たことがある方に伺います。）あなたが受けたことがある支援は、どの支援ですか（複数回答可）。

9

被害者の自立を支援する取組について①（受けたことがある支援）
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32 

51 

53 

49 

54 

62 

70 

92 

福祉事務所(n=993)

教育委員会、学校(n=993)

配偶者暴力相談支援センター(n=993)

ハローワーク、職業訓練施設(n=993)

医療保険、国民年金の窓口(n=993)

市町村の住民基本台帳担当課(n=993)

都道府県、市町村の公営住宅担当課(n=993)

その他(n=993)

【問】 あなたは、支援を受けた、あるいは支援を受けるために相談した機関の対応についてどう思い
ましたか。

（％）

資料14

満足 だいたい満足 どちらとも
いえない

少し不満 不満 無回答

10

被害者の自立を支援する取組について②（支援を担当する機関の対応）

※ 小数点以下を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合もある。
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2

1

0 20 40 60 80 100

公営住宅への入居、身元保証などの住宅の確保に関する支援

被害者を孤立させないための支援

生活保護、児童扶養手当などの経済的な支援

被害者が受けられる様々な支援に関する情報の提供、助言

子どもに対する学習支援、カウンセリングなど

子どもの転校先や居住地などの情報の

適切な管理に関する支援

職業紹介、職業訓練などの就職に関する支援

医療保険や国民年金に関する相談

医師・カウンセラーなどによる医学的・心理学的な支援

住民基本台帳の閲覧などの制限に関する支援

離婚調停手続きについての相談、弁護士による

法律相談窓口の紹介など

関係機関への同行などの支援

保護命令申立書などの作成支援

その他

特に受けたい支援はない

わからない

総数(n=993)

（％）

【問】 あなたは、今後、どのような支援を受けたいと思いますか（複数回答可）。

11

被害者の自立を支援する取組について③（今後受けたい支援）
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申し込んだが
実現しなかった

支援の内容に期待が持てなかった、
申し込んでも無駄だと思った

支援を受ける
必要がなかった

受けられる支援
がなかった

その他 わからない 無回答

受けられる支援がある
ことを知らなかった

12

被害者の自立を支援する取組について④（支援を受けなかった理由）
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2

5

30 
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11
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15 
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9
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13
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4

43 

43 

43 

32 

41 

35

50

42

51

53

94

被害者が受けられる様々な支援に

関する情報の提供、助言(n=709)

住民基本台帳の閲覧などの

制限に関する支援(n=836)

関係機関への同行などの支援(n=730)

公営住宅への入居、身元保証などの

住宅の確保に関する支援(n=900)

医師・カウンセラーなどによる医

学的・心理学的な支援(n=761)

職業紹介、職業訓練などの

就職に関する支援(n=737)

子どもの転校先や居住地

などの情報の適切な管理

に関する支援(n=741)

保護命令申立書などの

作成支援(n=809)

医療保険や国民年金に

関する支援(n=813)

生活保護、児童扶養手当など

の経済的な支援(n=554)

その他(n=993)

0(0.4)

1

0(0.1)
1

0(0.2)

【問】 これまでに受けたことがない支援がある場合、その支援を受けなかった理由は何ですか。

（％）

－

※ 小数点以下を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合もある。


